
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
（
核
燃
料
物
質
の
使
用
者
及
び
国
際
規

制
物
資
使
用
者
に
係
る
規
制
の
適
正
化
・
公
布
の
日
か
ら
三
月
以
内
に
施
行
・
第
一
条
関
係
）

一

使
用
者
又
は
国
際
規
制
物
資
使
用
者
で
あ
る
法
人
の
合
併
又
は
分
割
の
場
合
に
お
い
て
原
子
力
規
制
委
員
会
の
認
可
を

受
け
た
と
き
は
、
合
併
後
存
続
す
る
法
人
等
は
、
使
用
者
又
は
国
際
規
制
物
資
使
用
者
の
地
位
を
承
継
す
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

（
第
五
十
五
条
の
四
及
び
第
六
十
一
条
の
五
の
二
関
係
）

二

使
用
者
又
は
国
際
規
制
物
資
使
用
者
に
つ
い
て
相
続
が
あ
っ
た
と
き
は
、
相
続
人
は
、
使
用
者
又
は
国
際
規
制
物
資
使

用
者
の
地
位
を
承
継
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
旨
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
五
条
の
五
及
び
第
六
十
一
条
の
五
の
三
関
係
）

三

使
用
者
は
、
使
用
施
設
等
の
保
全
、
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
つ
い
て
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
と
と
も

に
、
原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
当
該
措
置
が
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当

該
使
用
施
設
等
の
使
用
の
停
止
、
改
造
そ
の
他
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。



（
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
五
十
六
条
の
四
第
一
項
関
係
）

四

国
際
規
制
物
資
使
用
者
は
、
国
際
規
制
物
資
使
用
者
間
で
の
少
量
の
核
燃
料
物
資
の
譲
渡
し
及
び
譲
受
け
並
び
に
少
量

の
核
燃
料
物
質
の
輸
出
及
び
輸
入
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。（

第
六
十
一
条
第
八
号
及
び
第
九
号
関
係
）

五

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
原
子
力
施
設
に
係
る
基
準
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
原
子
力
の
研

究
、
開
発
及
び
利
用
に
お
け
る
安
全
に
関
す
る
最
新
の
知
見
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
原
子
力
施
設
の
安
全
上
の
特

性
に
応
じ
、
当
該
基
準
の
明
確
化
に
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
十
二
条
の
二
の
二
関
係
）

第
二

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
（
原
子
力
施
設
の
高
経
年
化
に
対
応
し

た
、
廃
止
措
置
段
階
へ
の
よ
り
円
滑
な
移
行
に
資
す
る
た
め
の
措
置
及
び
廃
棄
物
埋
設
に
関
す
る
必
要
な
規
制
の
整
備
・

公
布
の
日
か
ら
一
年
六
月
以
内
に
施
行
・
第
二
条
関
係
）

一

廃
止
措
置
実
施
方
針
の
作
成
及
び
公
表

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
等
は
、
そ
の
事
業
等
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
原
子
力
施
設
の
解
体
そ
の
他
の
事
業
等

の
廃
止
に
伴
う
措
置
を
実
施
す
る
た
め
の
方
針
を
作
成
し
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。



（
第
十
二
条
の
五
の
二
、
第
二
十
二
条
の
七
の
三
、
第
四
十
三
条
の
三
、
第
四
十
三
条
の
三
の

三
十
三
、
第
四
十
三
条
の
二
十
六
の
四
、
第
五
十
条
の
四
の
三
、
第
五
十
一
条
の
二
十
四
の

三
及
び
第
五
十
七
条
の
四
関
係
）

二

廃
棄
の
事
業
に
関
す
る
規
制
の
強
化
等

１

第
一
種
廃
棄
物
埋
設
事
業
者
は
、
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
の
許
可
を
受
け
な
い
で
、
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
施
設

に
お
い
て
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
関
係
）

２

廃
棄
物
埋
設
事
業
者
は
、
第
一
種
廃
棄
物
埋
設
又
は
基
準
を
超
え
る
第
二
種
廃
棄
物
に
係
る
第
二
種
廃
棄
物
埋
設
の

事
業
の
た
め
の
坑
道
を
閉
鎖
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
坑
道
に
つ
い
て
の
坑
道
の
埋
戻
し
そ
の
他
の
措
置
に
関
す

る
計
画
を
定
め
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
一
条
の
二
十
四
の
二
関
係
）

三

指
定
廃
棄
物
埋
設
区
域
に
関
す
る
規
制
の
創
設

１

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
二
の
２
の
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
係
る
廃
棄
物
埋
設
施
設
の
敷
地
及
び
そ
の
周
辺
の
区
域



並
び
に
こ
れ
ら
の
地
下
に
つ
い
て
一
定
の
範
囲
を
定
め
た
立
体
的
な
区
域
（
以
下
「
指
定
廃
棄
物
埋
設
区
域
」
と
い
う

。
）
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
一
条
の
二
十
七
関
係
）

２

二
の
２
の
廃
棄
物
埋
設
事
業
者
は
、
そ
の
事
業
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
指
定
廃
棄
物
埋
設
区
域
に
関
す
る
事
項
を
原

子
力
規
制
委
員
会
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
こ
れ
を
永
久
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
一
条
の
二
十
八
関
係
）

３

指
定
廃
棄
物
埋
設
区
域
内
に
お
い
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
、
土
地
を
掘
削
し
て
は
な

ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
一
条
の
二
十
九
関
係
）

４

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
三
の
３
の
規
定
に
違
反
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
行
為
の

中
止
及
び
原
状
回
復
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
一
条
の
三
十
関
係
）

５

そ
の
他
指
定
廃
棄
物
埋
設
区
域
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
三

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
（
原
子
力
事
業
者
等
に
対
す
る
検
査
制

度
の
見
直
し
、
品
質
管
理
に
係
る
要
求
の
拡
大
等
の
施
設
の
安
全
性
向
上
に
資
す
る
措
置
・
公
布
の
日
か
ら
三
年
以
内
に

施
行
・
第
三
条
関
係
）



一

原
子
力
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
の
整
備

１

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
原
子
力
施
設
の
保
安
の
た
め
の
業
務
に
係
る
品
質
管
理
に
必
要
な
体
制
が
基
準
に
適
合
す

る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
事
業
の
許
可
等
を
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
第
三
号
、
第
十
四
条
第
四
号
、
第
二
十
四
条
第
一
項
第
四
号
、
第
四
十
三
条
の
三
の

六
第
一
項
第
五
号
、
第
四
十
三
条
の
五
第
一
項
第
四
号
、
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
第
五
号

、
第
五
十
一
条
の
三
第
三
号
及
び
第
五
十
三
条
第
四
号
関
係
）

２

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
等
は
、
保
安
規
定
を
定
め
、
原
子
力
施
設
の
設
置
の
工
事
に
着
手
す
る
前
に
、
原
子
力
規
制

委
員
会
の
認
可
を
受
け
る
と
と
も
に
、
原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
設
置
の
許
可
等
を
受
け
た
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
で
な

い
と
認
め
る
と
き
は
、
認
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
十
七
条
第
一
項

及
び
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
四
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
三
条
の
二
十
第

一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
十
一
条
の
十
八
第
一
項
及
び
第

二
項
並
び
に
第
五
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
関
係
）



二

使
用
前
事
業
者
検
査
等

１

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
等
は
、
設
置
又
は
変
更
の
工
事
を
す
る
原
子
力
施
設
に
つ
い
て
検
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
を

記
録
し
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
等
は
、
１
の
原
子
力
施
設
が
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
等
に
つ
い
て
原
子
力
規

制
委
員
会
の
確
認
を
受
け
た
後
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
原
子
力
施
設
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
六
条
の
三
、
第
二
十
八
条
、
第
四
十
三
条
の
三
の
十
一
、
第
四
十
三
条
の
九
、
第
四
十

六
条
、
第
五
十
一
条
の
八
及
び
第
五
十
五
条
の
二
関
係
）

三

定
期
事
業
者
検
査

１

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
等
は
、
定
期
に
、
原
子
力
施
設
に
つ
い
て
検
査
を
行
い
、
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
確
認
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
を
記
録
し
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

発
電
用
原
子
炉
設
置
者
等
は
、
１
の
検
査
が
終
了
し
た
と
き
な
ど
は
、
そ
の
旨
を
原
子
力
規
制
委
員
会
に
報
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
六
条
の
五
、
第
二
十
九
条
、
第
四
十
三
条
の
三
の
十
六
、
第
四
十
三
条
の
十
一
、
第
四



十
六
条
の
二
の
二
及
び
第
五
十
一
条
の
十
関
係
）

四

原
子
力
規
制
検
査
に
基
づ
く
監
督

１

原
子
力
規
制
検
査

原
子
力
事
業
者
等
は
、
使
用
前
事
業
者
検
査
等
の
実
施
状
況
、
保
安
規
定
等
に
従
っ
て
講
ず
べ
き
措
置
の
実
施
状

（一）
況
そ
の
他
の
措
置
の
実
施
状
況
等
に
つ
い
て
、
原
子
力
規
制
委
員
会
が
行
う
検
査
（
以
下
「
原
子
力
規
制
検
査
」
と

い
う
。
）
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
十
一
条
の
二
の
二
第
一
項
関
係
）

原
子
力
規
制
検
査
は
、
過
去
の
総
合
的
な
評
定
の
結
果
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（二）

（
第
六
十
一
条
の
二
の
二
第
二
項
関
係
）

原
子
力
規
制
検
査
に
当
た
っ
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
の
指
定
す
る
当
該
職
員
は
、
事
務
所
又
は
工
場
若
し
く

（三）
は
事
業
所
へ
の
立
入
り
、
必
要
な
物
件
の
調
査
そ
の
他
の
事
項
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
十
一
条
の
二
の
二
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
関
係
）

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
原
子
力
規
制
検
査
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
職
員
が
原
子
力
事
業
者
等
が
行
う
検
査
に
立

（四）
ち
会
う
こ
と
、
当
該
職
員
が
自
ら
原
子
力
施
設
に
立
ち
入
っ
て
検
査
を
行
う
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
効
果
的



か
つ
効
率
的
な
実
施
に
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
十
一
条
の
二
の
二
第
六
項
）

２

総
合
的
な
評
定

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
原
子
力
規
制
検
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
原
子
力
事
業
者
等
が
講
ず
べ
き
措
置
の
実
施
状

（一）
況
等
に
つ
い
て
、
総
合
的
な
評
定
を
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
十
一
条
の
二
の
二
第
七
項
関
係
）

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
総
合
的
な
評
定
に
当
た
っ
て
は
、
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全
に
関
す
る
最
新
の
知
見

（二）
を
踏
ま
え
、
原
子
力
事
業
者
等
が
講
ず
べ
き
措
置
の
実
施
状
況
等
を
検
証
し
、
改
善
が
図
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に

つ
い
て
も
勘
案
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
十
一
条
の
二
の
二
第
八
項
関
係
）

３

通
知
及
び
公
表

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
原
子
力
規
制
検
査
及
び
総
合
的
な
評
定
の
結
果
を
、
原
子
力
事
業
者
等
に
通
知
す
る
と
と

も
に
、
公
表
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
十
一
条
の
二
の
二
第
九
項
関
係
）

４

原
子
力
規
制
検
査
の
結
果
に
基
づ
く
措
置
命
令
等

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
原
子
力
規
制
検
査
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
原
子
力
事
業
者
等

に
対
し
、
措
置
命
令
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
十
一
条
の
二
の
二
第
十
項
関
係
）



五

罰
則

使
用
前
事
業
者
検
査
又
は
定
期
事
業
者
検
査
の
結
果
に
つ
い
て
の
記
録
の
不
備
、
虚
偽
記
録
等
の
場
合
に
つ
い
て
、
一

年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
法
人
に
対
し
て
一
億
円
以
下
の
罰
金
刑
を
科
す
る
等
の
罰

則
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
十
八
条
、
第
八
十
一
条
関
係
）

第
四

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
（
放
射
性
同
位
元
素
等
の
廃
棄
の
円
滑

化
に
資
す
る
特
例
の
措
置
等
・
公
布
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
施
行
・
第
四
条
関
係
）

一

原
子
力
規
制
委
員
会
等
へ
の
報
告
の
義
務
化

許
可
使
用
者
、
届
出
使
用
者
、
届
出
販
売
業
者
、
届
出
賃
貸
業
者
及
び
許
可
廃
棄
業
者
は
、
放
射
線
障
害
が
発
生
す
る

お
そ
れ
の
あ
る
事
故
そ
の
他
の
事
象
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
遅
滞
な
く
、
事
象
の
状
況
そ
の
他
の
事
項
を
原
子
力

規
制
委
員
会
等
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
一
条
の
二
関
係
）

二

廃
棄
に
係
る
特
例
の
創
設

許
可
使
用
者
、
届
出
使
用
者
及
び
許
可
廃
棄
業
者
が
原
子
炉
等
規
制
法
の
廃
棄
事
業
者
に
廃
棄
を
委
託
し
た
放
射
性
同

位
元
素
又
は
放
射
性
汚
染
物
は
、
こ
の
法
律
、
原
子
炉
等
規
制
法
そ
の
他
の
法
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
核
燃
料
物
質
又



は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
三
条
の
二
関
係
）

三

放
射
線
取
扱
主
任
者
に
係
る
手
続
き
の
規
則
委
任
化

放
射
線
取
扱
主
任
者
の
試
験
、
資
格
講
習
及
び
定
期
講
習
の
課
目
を
、
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
に
委
任
す
る
こ
と
。

（
別
表
第
一
、
別
表
第
二
、
別
表
第
三
関
係
）

第
五

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
（
国
際
的
な
テ
ロ
情
勢
へ
の
関
心
の
高

ま
り
等
に
対
応
し
た
、
放
射
性
同
位
元
素
に
つ
い
て
の
防
護
措
置
の
新
規
要
求
・
公
布
の
日
か
ら
三
年
以
内
に
施
行
・
第

五
条
関
係
）

一

題
名
の
変
更

題
名
を
「
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
」
か
ら
「
放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に

関
す
る
法
律
」
に
変
更
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

目
的
の
変
更
等

１

こ
の
法
律
の
目
的
に
、
特
定
放
射
性
同
位
元
素
を
防
護
す
る
こ
と
を
加
え
る
こ
と
。

（
第
一
条
関
係
）

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
放
射
性
同
位
元
素
」
と
は
、
放
射
性
同
位
元
素
で
あ
つ
て
、
そ
の
放
射
線
が
発
散
さ
れ



た
場
合
に
お
い
て
人
の
健
康
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
も
の

と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
三
項
関
係
）

三

特
定
放
射
性
同
位
元
素
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
の
義
務
化

１

工
場
等
に
お
け
る
特
定
放
射
性
同
位
元
素
の
防
護
の
た
め
に
講
ず
べ
き
措
置
等

許
可
使
用
者
、
届
出
使
用
者
及
び
許
可
廃
棄
業
者
は
、
特
定
放
射
性
同
位
元
素
を
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
取

（一）
り
扱
う
場
合
に
お
い
て
は
、
特
定
放
射
性
同
位
元
素
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
五
条
の
三
第
一
項
関
係
）

原
子
力
規
制
委
員
会
は
、

の
措
置
が
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、

（二）

（一）

許
可
使
用
者
、
届
出
使
用
者
又
は
許
可
廃
棄
業
者
に
対
し
、
特
定
放
射
性
同
位
元
素
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置

を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
五
条
の
三
第
二
項
関
係
）

許
可
使
用
者
、
届
出
使
用
者
及
び
許
可
廃
棄
業
者
は
、
特
定
放
射
性
同
位
元
素
防
護
規
程
を
作
成
し
、
原
子
力
規

（三）
制
委
員
会
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
特
定
放
射
性
同
位

元
素
防
護
規
程
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
五
条
の
四
関
係
）



２

許
可
使
用
者
、
届
出
使
用
者
、
届
出
販
売
業
者
、
届
出
賃
貸
業
者
及
び
許
可
廃
棄
業
者
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運

搬
を
委
託
さ
れ
た
者
が
特
定
放
射
性
同
位
元
素
を
工
場
等
の
外
に
お
い
て
運
搬
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
技
術
上
の
基

準
に
従
っ
て
放
射
線
障
害
の
防
止
及
び
特
定
放
射
性
同
位
元
素
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
五
条
の
五
関
係
）

３

許
可
使
用
者
、
届
出
使
用
者
及
び
許
可
廃
棄
業
者
は
、
特
定
放
射
性
同
位
元
素
の
防
護
に
関
す
る
業
務
を
統
一
的
に

管
理
さ
せ
る
た
め
、
特
定
放
射
性
同
位
元
素
防
護
管
理
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
関
係
）

４

登
録
運
搬
方
法
確
認
機
関
及
び
登
録
運
搬
物
確
認
機
関
の
登
録
要
件
に
、
防
護
措
置
に
係
る
知
識
及
び
経
験
を
追
加

す
る
こ
と
。

（
第
四
十
一
条
の
十
九
の
二
、
第
四
十
一
条
の
二
十
一
の
二
関
係
）

５

そ
の
他
特
定
放
射
性
同
位
元
素
の
防
護
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

四

許
可
届
出
使
用
者
等
の
責
務
の
明
確
化

許
可
使
用
者
、
届
出
使
用
者
、
届
出
販
売
業
者
、
届
出
賃
貸
業
者
及
び
許
可
廃
棄
業
者
は
、
原
子
力
利
用
等
に
お
け
る

安
全
に
関
す
る
最
新
の
知
見
を
踏
ま
え
つ
つ
、
放
射
線
障
害
の
防
止
及
び
特
定
放
射
性
同
位
元
素
の
防
護
に
関
し
、
必
要



な
措
置
を
講
ず
る
責
務
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
八
条
の
四
関
係
）

第
六

放
射
線
障
害
防
止
の
技
術
的
基
準
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
（
放
射
線
障
害
防
止
に
係
る
新
知
見
の
国
内
法
令
へ
の

取
り
入
れ
を
円
滑
化
す
る
た
め
の
放
射
線
審
議
会
の
機
能
強
化
・
公
布
の
日
又
は
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
の
い
ず
れ
か

遅
い
日
に
施
行
・
第
六
条
関
係
）

放
射
線
審
議
会
は
、
諮
問
さ
れ
た
事
項
に
関
す
る
調
査
審
議
及
び
答
申
を
行
う
現
行
の
事
務
に
加
え
、
放
射
線
障
害
防

止
の
技
術
的
基
準
に
関
す
る
事
項
に
関
し
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
第
二
項
関
係
）

第
七

施
行
期
日
等

一

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る

日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
経
過
措
置
等
を
規
定
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
関
係
）

三

関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
十
九
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で
関
係
）


